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１．はじめに 

関西電力株式会社殿（以下、関西電力殿という）美浜発電所３号機（以下、美浜３

号機という）二次系配管破損事故は５名の方々の尊い命が失われ、６名の方々が負傷

されるという重大な事故であるとともに、原子力産業への信頼を大きく揺るがすもの

でありました。亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げますと共に、被

災された方々、ご遺族、ご家族の皆様に改めてお詫び申し上げます。 

当社は平成１７年３月１日に今回の事故に係る調査報告書を、さらに同３月２３日

に追加報告書を経済産業省原子力安全・保安院殿（以下、保安院殿という）に提出し、

事故に関する事実関係の調査結果と改善策を報告しました。その後、平成１７年３月

３０日に美浜発電所３号機二次系配管破損事故調査委員会(以下、事故調査委員会と

いう)により今回の事故に関する最終報告書がまとめられ、この中で当社が報告した

調査結果と改善策について評価がなされ、当社の課題につきご指摘がありました。 

当社は、平成１６年１２月に社長を委員長とした「原子力社内改革委員会」を設置

し、全社を挙げて原子力安全に関する企業文化及び組織風土の改善に取組んでまいり

ました。その中で二次系配管減肉調査のみならず他の業務についても業務改善を進め

るとともに、ＰＷＲプラントの保全計画立案機能の強化や企業の社会的責任に関する

認識と対応の改善に第三者検査機関による客観的な評価も受けて取組んでまいりま

した。 

この改善活動を展開中の平成１７年２月に当社高砂製作所において、配管の材料識

別刻印を不適切に修正するという問題を起こし、かつこの問題に対し十分な是正処置

が取られていなかったことが平成１７年１１月に判明しました。当社は本件を重く受

け止め、根本原因の究明を行うとともに、先に策定した二次系配管破損事故の教訓を

踏まえた改善活動に追加すべき再発防止対策を報告書としてまとめ平成１７年１２

月７日に保安院殿に提出しました。 

以上のように当社は、改善活動を進めていく過程で新たに認識した課題に対し改善

活動計画を見直しながら、当初の目的を達成するよう改善を進めておりますが、さら

に、関西電力殿から「刻印の不適切な取扱い」に関する改善活動について特別な監査

を通して実効性を高めるようご指導頂いております。 

本資料は、平成１７年３月に保安院殿に報告書を提出してから約１年を経過した現

時点で、当社の改善活動の進捗状況をご報告するものであります。 

１ 



２．改善活動の取組方針 

２.１ 課題認識 

当社は二次系配管破損事故および不適切な刻印の取扱いを通して下記が課

題であると認識しております。 

（１） 「付番の見落とし」があったこと及び「不適切な刻印の取扱い」が行われ

たことから、品質管理活動の改善が必要であること。 

（２） これらの現場における問題が品質監査などを通して認識されず適切に是

正されなかったことから品質マネジメントシステムの再構築が必要であ

ること。 

（３） 不適切な技術基準の解釈に関与したことや「刻印の不適切な取扱い」を行

ったことから原子力安全意識、コンプライアンスの向上が必要であること。 

（４） プラントの高経年化に向けＰＷＲプラントメーカとして保全計画立案機

能の強化に取組む必要があること。 

（５） 社会の皆様の信頼が得られるように、当社の活動状況等を的確に情報発信

し説明責任を果たす必要があること。 

２.２ 取組方針 

上記課題を解決するために、改善活動の推進責任者である社長の指示を受けて、

以下の取組方針に基づき改善活動に取組んでおります。 

（１） 改善活動は社長をはじめとする経営層の強力なリーダーシップにより全

社一丸となって実行する。 

（２） 改善活動の取組みの過程及び結果を対外的に説明することにより社会的

な説明責任を果たす。 

２．３ 具体的な取組事項 

上記の取組方針に従い、改善活動のための実施計画を策定し推進してきました。

また、改善の実施スケジュールについては、二次系配管減肉調査や不適切な刻印

の修正に係わる直接的な再発防止対策を最優先に行うこととし、間接的なもの、

根本原因まで遡って中長期的に取組むべきものについては中間段階における目

標を適宜設定しました。具体的な取組事項は以下のとおりであり、その詳細計画

を添付資料―１に示します。 

（１） 改善活動の推進体制の確立 

全社一丸となった改革を推進するために、当社経営層のリーダーシップ

が強力に働く推進体制を確立する。 
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（２） 不適合の発生防止の基盤作り 

不適合の発生を防止するためには直接的な対策に加えて、根本原因に対

する是正活動が必要である。具体的には、不適合発生を防止する基盤作

りとして原子力業務従事者の安全・コンプライアンス意識の向上、及び

品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）の再構築に取組む。 

（３） 不適合の発生防止に向けた改善活動の推進 

「付番の見落とし」、及び「刻印の不適切な取扱い」の再発防止に対する

直接的な是正活動、及び一次系及び二次系の業務における不適合の未然

防止活動に取組む。 

（４） プラント高経年化に向けた保全計画業務の強化 
プラント高経年化に対し、プラントメーカとして予防保全計画を立案し、

電力会社への提案を行い、電力会社と協調してプラントの安全･安定運転

の確保に貢献する。 
（５） 企業の社会的責任(ＣＳＲ)に関する改善 

社会的に非常に関心の高い原子力については、従来にも増してタイムリ

ーで且つわかり易い説明を的確に行うようコーポレート部門とともに改

善に取組む。 

 

３．改善活動の評価方針 

本改善計画は、推進体制の確立、不適合発生の防止の基盤作り、プラント高経年

化に向けた保全計画業務の強化、及び企業の社会的責任に関する改善と多岐にわた

っております。これらの改善項目には短期的に成果の期待できるもの、長期的に根

気よく続けるべきものなどさまざまな活動があります。したがって、これらの取組

みの評価にあたっては、改善された業務が所期の目的を達成したのかどうかという

観点から可能な限り行いましたが、一律に成果の評価を行うことが困難なものに対

しては計画した活動が的確に実行されたかという観点から評価を行いました。

 

４．改善活動の実施状況及び評価 

改善活動は添付資料―１の実施計画に従い、以下のとおり実施しております。 

なお、改善活動の状況評価の要約、及びその詳細を添付資料－２、３に示していま

す。 
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４．１ 改善活動の推進体制の確立 

改善活動を当社経営層のリーダーシップが強力に働く全社的な取組みとするた

めに、社長を委員長とし、コーポレート部門担当常務及び原子力事業担当常務を副

委員長とする｢原子力社内改革委員会｣を設置し、活動を推進する体制を確立しまし

た。また、本委員会は原子力事業関連部門の幹部に加えて本社コーポレート部門の

部門長が委員となり、本社コーポレート部門が改善活動を指導する構成としました。

(図－１、２参照) なお、本改善活動の過程で、原子力事業本部に原子力品質・安

全監査室(平成１７年３月)を、社長直属の内部監査室(平成１７年７月)を新たに設

置し、両室長を委員に追加任命する見直しを行っております。 

上記「原子力社内改革委員会」を計画どおりに現時点まで１１回開催し、改善活

動状況や社内外の状況を報告・審議し、必要に応じて改善計画の見直しを行ってき

ております。 

また、本活動を実施する中で判明した高砂製作所における「刻印の不適切な取

扱い」の発生の際には、原子力事業本部長を委員長とする「刻印問題調査委員会」

を原子力社内改革委員会の下部委員会として迅速に設置しました。刻印問題調査委

員会の調査結果を「原子力社内改革委員会」に報告し、「刻印の不適切な取扱い」

の再発防止を反映した改善計画に見直しました。 

上記のように、「原子力社内改革委員会」は原子力事業本部に加えて本社コーポ

レート部門の参画による多面的な検討、活動の立案機能に加え、実行の指示、及び

監視機能を有し、経営層のリーダーシップによる改善活動の推進、及び計画の適切

な見直しに有効に機能しているものと考えます。 

 

４．２ 不適合の発生防止の基盤作り 

４．２．１ 原子力業務従事者の安全・コンプライアンス意識の向上 

原子力安全の確保のためには、安全・コンプライアンスの意識の向上が不可欠

であり、事業本部の品質方針が「コンプライアンス重視と安全文化の向上」であ

ることを明確にして当社幹部の訓示、メッセージの発信、各種教育、研修等の活

動によりコンプライアンスの徹底及び原子力安全を最優先する意識付けの活動

を実施してきたことにより、意識の向上は確実に図られてきていると評価してい

ます。 
 今後の課題は、いかに実務において安全・コンプライアンス意識の向上の実効

が上がるかであり、各階層に対し実務に密着したきめ細かい展開、及びアンケー
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ト等による教育・啓発活動の見直しを行いながら、意識を向上させていくことと

考えております。 

以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 
・平成１６年８月９日に発生した配管破損事故の教訓を再徹底するために、毎年

８月初旬には当社幹部による訓示を行うこととし、原子力安全意識の維持・向

上に努めております。 

・技術者への倫理教育の一環として、原子力学会の技術者倫理規定の理解を深め

るために技術者倫理に反する行動、その結果発生した事故等の事例紹介を交え

た独自の技術者倫理教育テキストを作成するとともに、現時点までに約４５０

人に対して講義を実施しました。 

・技術指針の解釈に不明確な部分がある場合は、監督官庁に問い合わせをするよ

う再徹底しました。 

・原子力安全意識の向上を図るため、小集団の対話形式の教育として、幹部によ

る二次系配管破損事故の顛末、再発防止策の説明会を現時点までに約２００人

の設計部門の管理者、担当者に対して職場単位で行い、浸透を図りました。 

・新任管理者、新人社員の教育計画・スケジュールにコンプライアンス教育を織

込みました。 

４．２．２ ＱＭＳ再構築のための改善 

不適合の未然防止のためには直接的な原因を取り除くだけでなく、業務の仕組

みと適切な人的資源及び作業環境を整えることが不可欠であるとの考えのもと

継続的に改善できる品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）を再構築することとし

ました。そのために、従来からある品質マニュアルを見直し、経営層の関与及び

事業本部の役割（本社の支援体制等）などを明確にする実務本位のマニュアルと

なるように見直しを行っております。また、これらを各事業所の業務に展開しＱ

ＭＳの実践につなげるよう活動中ではありますが、十分に実践出来ているとはい

えないと認識しており、引続き内部監査を強化するとともにマネジメントレビュ

ー等により継続的に改善を図ってまいります。 

以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 

・事業本部の品質方針が「社会の変化に対応できる品質マネジメントシステムの

構築と継続的改善」であることを明確にしました。 

・経営層の関与を明確にすることやＰＤＣＡのサイクルを廻すことを要求するＱ

ＭＳの考え方に則った品質マニュアルの見直しを行っております。並行して事

業所マニュアルの個別項目(内部監査の充実、有効な不適合再発防止対策、コ
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ンプライアンス、機密セキュリティなど)への反映の活動を展開中であります。 

・ＱＭＳの考え方を習得し実践できるように第三者検査機関による品質マニュア

ルのレビューをはじめとするコンサルティング、全体講習会、小グループによ

るＱＭＳ指導会、内部監査員教育を通じて管理者層の意識改革を着実に進めて

おります。 

 

４．３ 不適合発生防止に向けた改善活動の推進 

４．３．１ 不適合が発生した業務プロセス等の是正活動  

（１）「付番の見落とし」の再発防止 

二次系配管減肉調査の業務プロセスを点検し、スケルトン図作成要領の明確

化などの規定を行いました。また、これらを実務へ適用しながら評価、改善を

進めておりＰＤＣＡのサイクルが廻り始めました。更に、電算化システムの開

発も進めております。 

今後の課題としては、電力会社との情報共有化における責任の明確化等につ

いて十分な調整が必要であると考えております。 

以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 

○業務プロセスの点検と改善 

・「スケルトン図」を品質管理文書として規定し、「スケルトン図」作成要領を

明確にするとともに、「スケルトン図」に変更があった場合に、電力会社や社

内関係部門に変更内容が確実に伝達されるようにしました。また、万一、「ス

ケルトン図の付番の見落とし」が発見された場合には余寿命評価を行うとと

もに電力会社へ速やかに報告すること、更に、類似の見落としがないか点検

することを標準で規定し、「スケルトン図」作成・見直しのプロセスを強化し

ました。 

更に、制定された標準については実工事の図面等を前にして担当部門の管理

職と担当者の出席のもと、ベテラン技術者と品証部門がレビューを行い、現

場部門の意見を聞いて標準の改善の有無、改善内容を議論し、実効ある標準

への改善を検討しております。 

・関連会社にて実施していた二次系配管減肉調査を当社高砂製作所に移管し業

務体制一元化を図り、最新知見を取り入れた配管減肉管理の更なる改善が図

れるようにしました。 
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○電算化システムの開発 

２次系配管減肉管理の品質を向上させるため、次のような電算化システムを

開発中です。なお、このシステム開発は本年３月末完了予定です。 

・配管改造時のスケルトン図作成を管理するとともに、スケルトン図から配管

減肉管理システムに自動的にデータを登録するシステム 

・配管を３次元ＣＡＤで設計する場合にはスケルトン図を自動的に作成し、減

肉の可能性がある部位を自動的に選択するシステム 

・配管減肉管理に関する情報を電力会社と共有化することが可能となるような

システム 

（２）「不適切な刻印の取扱い」に対する是正活動 

二次系配管製作プロセスについては既に点検、改善をほぼ終了させ、手順の

見直し、力量管理、管理・監督者の現場状況把握・指導の改善等を行い再発す

ることの無いように是正しました。また、現場パトロール等により継続的改善

を図っております。 

以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 

・二次系配管製作の全てのプロセスを対象として、作業手順などにおける問題点

を抽出し改善しました。 

・また、配管製作過程における確認項目を明確化し、標準、手引書などへ反映し

ました。 

なお、標準、手引書などの制定後は、関係者に教育を行い、理解度テストによ

り関係者に内容が理解されていることを確認しています。 

さらに、力量管理の改善として、監督者による作業割付管理要領を標準化しま

した。 

・今回の不適合事例などを織り込んだ「監督者必携」の作成および教育による監

督者の現場指導方法の改善、作業班ごとの作業体制管理ボードの整備による管

理者の現場状況の把握を強化しました。 

 

４．３．２ 一次系及び二次系の業務における不適合の未然防止活動 

一次系及び二次系の上記以外の業務についても、以下の不適合の未然防止活動を

設計部門から順次実施することとしました。 

・業務プロセスの点検・改善 

・不適合情報処理の質の向上 
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・内部監査の強化 

これらの活動を通じて不適合発生の未然防止が図られつつあると考えておりま

す。「不適切な刻印の取扱い」が現場部門で発生したことから、今後、現場部門に

ついても活動を加速するとともに、内部監査にて活動の有効性を確認しながら継続

的に改善を行ってまいります。 
また、業務プロセスの点検・改善に調達プロセスも点検対象として追加しました。 

 
以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 

○業務プロセスの点検と改善 

・設計部門で作成している図書のうち、より確実な品質管理を行うため設計図面

と同じように管理すべき追加図書がないかを点検し、該当するものがないこと

を確認するとともに、不適合が設計段階で判明した場合の水平展開の処置要領

を点検し改善を図っております。 

・現在、設計部門に対する内部監査において、適切な設計プロセスとその明確化

の観点からの点検を行い、その結果を踏まえて改善すべき項目に対する処置を

実施中です。 

○不適合情報処理の質の向上 

・不適合情報処理の質の向上として、不適合の抜本的な再発防止策を立案し水平

展開することで未然防止を確実に行うことを目的に、本社原子力品質・安全監

査室が事業所と協力して「不適合情報管理センター」を設け、不適合情報の収

集・分析を行い事業所に対して確実に有効な水平展開ができるように指導、助

言しております。この分析においては、ベテラン技術者が不適合の水平展開を

行う案件のスクリーニングを行うことで、より効果的な活動となるようにして

おります。今後、ベテラン技術者が行っている水平展開のスクリーニング判定

基準をいかに明文化して伝承していくかが課題と認識しております。この活動

は、現在神戸造船所の設計部門に対して開始し、順次現場部門及び高砂製作所

に拡大していきます。 

・高砂製作所では、不適合情報を収集し不適合処理の妥当性を検討する「不適合

評価委員会」の開催頻度及び参加者の拡大を行い、機能向上を図っております。 

・本社原子力品質・安全監査室が高砂製作所に駐在し、本社への不適合情報の伝

達機能を向上するとともに不適合情報の処理状況の確認を通して質の向上を図

ってまいります。 
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○内部監査の強化 

・原子力事業本部における内部監査機能を強化するために、平成１７年３月１

日に原子力事業本部直属の「原子力品質・安全監査室」を設置しました。同室

にはベテランの設計者を、また「不適切な刻印の取扱い」事象が発生したこと

から平成１８年２月に現場部門のベテラン技術者も配置して、監査により対象

部門が抱える問題点を的確に把握し、改善につなげていけるようにしました。  

・設計部門に対する監査方法は事前に被監査部門に関する各種データを詳細に

分析し改善の必要性が高いと思われる項目を重点的に監査する方式を適用し

ました。今後、現場部門の内部監査にも適用するとともに、現場作業での問題

点を抽出し、評価、改善に確実につなげるため現場での確認を強化することと

しました。 

・第三者検査機関による監査員の教育・指導を行っており、内部監査員の力量

の向上を図っております。 

・美浜３号機事故の復旧工事にて「不適切な刻印の取扱い」が発生したことか

ら、確実な工事遂行を監視するために、特定の工事を指定し管理の強化をする

とともにマネジメント層の活動も含めた監査を行うことにしました。 

・今後、対象部門での問題点が確実に抽出されるよう「事前調査の充実」「監査

員の質の向上」「抜き打ち方式」等の施策により、内部監査を強化します。 

○識別管理、品質記録保管に関する仕組みの点検と改善 

「トレーサビリティ委員会」を設置し、全社的に識別刻印のルール、品質記録保

管のルールの見直しを行うことを改善計画に追加しました。 

○高砂製作所の原子力業務体制の強化 

「不適切な刻印の取扱い」の際に高砂製作所における指揮命令系統に曖昧な点が

あったことから原子力業務体制の明確化、また一部現場における管理が十分では

なかったことから適切な人的資源の整備・強化を行いました。 

なお、高砂製作所の副所長、及び原子力事業を統括する原子力統括室の役割、指

揮命令系統の明確化、更に原子力統括室長を本社と兼務にして本社との情報共有

化を図る改善を既に行っております。 

 
４．４ プラント高経年化に向けた保全計画業務の強化 

プラントメーカとしてプラント高経年化に対し、「三菱保全検討委員会」を設置

し、確実なプラントの保全計画の立案と審査、電力会社への提案を通し、電力会社

と協調してプラントの安全･安定運転の確保に貢献できるものと考えております。
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今後、「高経年化対策検討委員会」の報告書「実用発電用原子力施設における高経

年化対策の充実について」の方針に沿って、電力会社とも協調しながら、活動を推

進してまいります。今後の課題としては、電力会社との情報共有化における責任の

明確化等について十分な調整が必要であると認識しております。  

以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 

○プラント保全計画の策定及び審査 

・確実なプラントの保全計画の立案と審査、電力会社への提案のための仕組みを

再構築するために、平成１７年３月に「三菱保全検討委員会」を設置しました。

本委員会は、原子力事業本部長を委員長として、当社及び電気設備製作を所掌

する三菱電機・原子力関係部門の幹部委員により構成されており、保全情報収

集やその情報に基づく保全計画への展開方法の横通しを行っております。保全

計画は電力会社のニーズを踏まえ、総合的な視点から電力会社へ提案するとと

もに保全情報の交換を行っております。 

○電力会社との保全情報共有化の仕組み作り 

・国内外の不適合情報などプラント保全に係わる情報の共有化のために平成１７

年１０月にＪＰＯＧ(Japan PWR Owners Group)が設立され、当社もこれに

参画し電力会社との保全情報の共有化を図っております。 

 

４．５ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関する改善 

ＣＳＲ全般の活動については、ＣＳＲ推進室の設置により推進体制が強化され、

当社の社外に対する発信が増加することで改善活動の透明性を高めております。ま

た、新設された本社内部監査室は従来と異なり原子力事業本部の外から客観的に監

視する機能を有しております。今後は社外の多種の分野の専門家に参加頂くステー

クホルダミーティング、コンプライアンス専門窓口への投書などの社内外からのご

意見を真摯にお聞きし、継続的に改善を続けるとともに、原子力事業本部としての

危機管理の強化と徹底や社内の製品を跨る重要な品質問題の全社横通しと水平展

開に努めてまいります。 

以下に、これまで実施してきた具体的な活動を記載します。 

○ＣＳＲ活動の推進及び広報活動 

・平成１７年７月に本社コーポレート部門に「ＣＳＲ推進室」を設置し、社内イ

ントラネットを使ったＣＳＲに関する発信、社内報を使ったコンプライアンス

特集記事掲載、全社員向けのコンプライアンス教育の企画・推進により全社の

ＣＳＲ、特にコンプライアンス徹底、社会的説明責任をいかに果たすかの取組
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みを強力に推進しております。また平成１７年５月には当社のＣＳＲに対する

取組みの社内外への情報発信として「社会・環境報告書（ＣＳＲレポート）」を

発行し、美浜３号機事故を踏まえた当社の改善の取組状況について報告しまし

た。 

・当社ホームページに「関西電力美浜発電所３号機事故 原子力の安全・安心の

達成に向けた取組み」（平成１７年７月～）、「関西電力美浜３号機 主復水配管

修繕工事に係る不適切な管理について」（平成１７年１２月～）を掲載し、「原

子力社内改革委員会」、及び「三菱保全検討委員会」の議事録、及び保安院殿に

提出した報告書の公開などにより取組みの透明性の向上を図っております。 

○危機管理の強化と徹底 

・社会的に影響の大きい事案について対外的な広報活動をより的確かつ迅速に行

うために、早い段階から本社のコーポレート部門が積極的に関与することを規

則化し社内の危機管理を強化しました。

・しかしながら、「刻印の不適切な取扱い」時の初期動作における情報伝達が不

十分であったため、更に情報伝達の迅速化を図る改善として、既存の社の規定

を踏まえて原子力事業本部の危機管理ルールを明確にすることとしました。 

○客観的な評価を行う組織の設立と活動 

・平成１７年７月に社長直属の本社「内部監査室」を設置し、法令・ルール違反

及び不適正行為の未然防止活動の強化を図っております。 

・また内部監査室は、コーポレート部門として製品事業から離れた客観的な監視

機能を十分に発揮しております。また「不適切な刻印の取扱い」が判明した際

には「刻印問題調査委員会」の委員として原因分析チームを編成し調査を行い、

課題を抽出して改善へ結びつけました。 

○重要な品質情報の全社横通しと水平展開 

社内の事業所間、事業本部間で不適合情報や監督官庁のご指導内容等品質に係る

重要な情報の横通しを図り、発生した不適合が他事業所、他事業本部で未然防止

できるよう、本社技術本部に品質情報の収集と各所への発信・周知、水平展開の

指示を行う機能を持たせ、平成１８年２月から運用を開始しております。 
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５．まとめ 

美浜３号機二次系配管破損事故を教訓として、社長を委員長とする「原子力社内改

革委員会」を設置し、安全・コンプライアンス意識の向上、品質マネジメントシステ

ムの再構築を図り、不適合の未然防止の基盤を整えてきました。 

 二次系配管減肉調査業務及び二次系配管製作業務については既に業務プロセスの

点検・改善を終え適切に運用するとともに、ＰＤＣＡのサイクルが廻り始めました。

他の業務プロセスでも点検・改善を順次実施しているところであります。 

更にプラントメーカとしてプラント高経年化に対し、「三菱保全検討委員会」を設

置し、確実なプラントの保全計画の立案と審査、電力会社への提案を通してプラント

の安全･安定運転の確保に貢献できるよう活動しております。また、原子力安全に関

する企業文化及び組織風土の改善の活動としては、活動の仕組みが整い実施段階に入

っており、評価、改善が行われつつあります。 

安全・コンプライアンスの意識の向上のような意識に係る活動は繰り返しが必要で

あり、長期的な活動として継続していく所存です。更にこれらの活動状況を社外へ発

信することで、当社活動の透明性を上げるように努めます。 

今後の課題としては、自らの抱える問題点を的確に抽出し、自ら必要な改善を講じ

る自律的な継続的改善を図る仕組みを構築することです。その上で現場の意見も反映

し、きめ細かい監査による達成状況も確認しつつ、ＰＤＣＡサイクルを廻していきま

す。 

社長から、「原子力社内改革委員会」の中で、また、いろいろな協議の場において

次のように決意表明がなされております。 

・ 会社として計画した原子力安全に関する企業文化及び組織風土の改善について

確実に実行する。 

・ 「目的が達成できたか？」という本質的な観点から活動の評価を実施する。 
・ 今後とも「原子力社内改革委員会」において活動状況の詳細な報告を受けて審

議するとともに、本社内部監査室による活動状況の監査を徹底する。 

以上のとおり、今後も当社は原子力安全に関する企業文化及び組織風土の改善、定

着に向け、社長以下全社一丸となって取組み、社会の皆様の信頼が得られるよう活動

してまいります。 
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委員：原子力事業関連部門の幹部(８名)

   ・原子力事業本部 副事業本部長 

   ・原子力業務部長 

   ・原子力部長 

   ・原子力品質・安全監査室長 

   ・原子力品質・安全監査室主幹 

   ・原子力技術センター長 

   ・神戸造船所長 

   ・高砂製作所長 

委員長：取締役社長

委員：本社コーポレート部門長(５名)
   ・内部監査室長 
   ・社長室企画部長 
   ・社長室広報･ＩＲ部長 
   ・総務部長 
   ・法務部長 

副委員長：コーポレート部門常務執行役員 

    ：常務執行役員 原子力事業本部長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 「原子力社内改革委員会」の構成 
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方針指示

刻印問題調査委員会 
委員長：原子力事業本部長

神戸造船所 高砂  

本社・内部監査室 

報告 

原子力事業本部を核とし  
関連事業本部各部門、関連事業所

の活動状況の監査・報告

原子力社内改革委員会 
委員長  ：社長 
副委員長：コーポレート部門常務執行役員 

：常務執行役員 原子力事業本部長 

 

【原子力事業本部】 
本社・ 

原子力品質・安全監査室

監査 

社 

図－２ 改善活動の推進

 14
監査
本

た

 

報告
製作所
体制 











































































































美浜発電所３号機 配管破損事故の教訓を踏まえた改善活動の実施状況 

 

Ｈ１８年３月７日 
原子力品質・安全監査室

添付資料－２ 

目 標 実施項目 活動状況の評価 課 題 

１ 原子力社内改善活動の推進体制の確立 

トップマネジメントの反映

と社内改善活動の 

ＰＤＣＡサイクルの確立 

原子力事業の 

改善活動の推進 

１．原子力事業の改善のための 

推進体制構築と活動推進 
●

� 改善活動に経営層が強い係わりを持って取組むために、社長を委員長、本社コーポレート

部門担当常務、及び原子力事業担当常務を副委員長とした「原子力社内改革委員会」を

設立し改善活動を推進する体制を整備した。 

� 「原子力社内改革委員会」は改善活動に対して多面的な検討、立案機能に加え、実行 及

び監査、報告の機能を有し、トップマネジメントを反映した活動の推進、及び活動の監視に

よる計画の適切な見直しに有効に機能している。 

━ 

２ 不適合発生防止の基盤作り 

安全・ 

コンプライアンス 

意識の向上 

２．原子力業務従事者の安全・ 

コンプライアンス意識の向上 
◎

不適合発生防止の 

基盤作り 

ＱＭＳ再構築の 

ための改善 

３．品質方針の明確化、 

品質マニュアルの整備、啓発活動 
◎

� １年にわたって安全・コンプライアンス意識向上活動を実施し、当社経営層による訓示・メ

ッセージ発信、技術者倫理教育、コンプライアンス違反の処分の重いことの通知等各種活

動を通じて意識向上は図れてきたと考えている。今後参加型の小集団活動を行うととも

に、理解度の確認をしながら、見直しを行って改善につなげていく。 

� 事業本部・品質マニュアルをＱＭＳの考え方に則って見直し各事業所の実務に展開すると

ともに、管理職に対するＱＭＳに関する実務研修などによりＱＭＳ実践につながりつつあ

る。 今後マネジメントレビュー等によりその有効性の評価を行いながら継続的に改善を

図っていく。 

意識の向上は、いかに実務に反映し

実効を挙げるかが最大のポイントであ

り、各階層に対し、キメ細かい展開の

継続が重要と認識している。 

３ 不適合発生防止に向けた改善活動の推進 

業務プロセスの 

改善と体制強化 

４．業務プロセスの点検・改善と 

業務分担の見直し 
●

二次系配管減肉調査に

おける「付番の見落と

し」の再発防止 電算化による作業 

の改善 
５．電算化システムの開発 ○

� 業務プロセスを点検しスケルトン図作成要領の明確化など規定を行った。 

これらを実工事に適用しながら評価改善を進めており PDCA サイクルが廻り始めた。 

� 電算化システムの開発を継続中であり、平成１８年３月末完了予定。 

� 今後は有効性を確認しながら継続的に改善を行っていく。 

電力会社との情報共有化については

責任の明確化等今後十分な調整が必

要と考えている。 

６①．二次系配管製作プロセスの 

点検と改善 
●

� 二次系配管製作プロセスの点検、改善を終了し、人員補強、人的管理の要領の見直しも

行い実工事への運用を行っている。 

� 今後は有効性を確認しながら継続的に改善を行っていく。 

━ 

業務プロセス 

の総点検と改善 
６②．業務プロセスの総点検と改善 

（設計部門、現場部門、調達プロセス） 
○ � 設計プロセスの点検・改善を継続するとともに二次系配管製作以外の現場業務プロセス、

調達プロセスの点検を追加し開始したところである。 

・設計プロセスの点検・改善の継続 

・現場業務プロセス、調達プロセスの

点検・改善の実施 

トレーサビリティの 

管理の充実 

７．識別刻印、品質記録保管に関する 

仕組みの点検と改善 

△

 
� トレーサビリティ委員会を設置し、全社的に識別刻印のルール、品質記録保管のルール

の見直しを行う 
━ 

 

 

 

 

一次系及び二次系の 

業務における不適合の 

未然防止 

不適合情報処理 

の改善 
８．不適合情報処理の質の向上 ◎

� 不適合情報を収集・分析し有効な水平展開につなげる不適合情報管理センタを設立し、

不適合の要因分析の深掘り、関連部署への水平展開の指示によりプロセスの改善につな

げて効果が出つつある。 現在神戸造船所設計部門から活動を開始し順次現場部門に拡

大していく。高砂製作所で従来からあった不適合評価委員会の機能向上を図っている。 

� 本社原子力品質・安全監査室が高砂製作所に駐在し、本社への不適合情報の伝達機能

を向上するとともに不適合情報の処理状況の確認を実施中である。 

効率的に要因を深堀し根本原因をつ

きつめて再発防止につなげるためベテ

ラン技術者が行っている不適合処置

の水平展開のスクリーニング判定基

準をいかに明文化していくかが課題で

ある。 

（
新
規
）

：「刻印の不適切な取扱い」等により追加した項目         ：「刻印の不適切な取扱い」等により活動内容を見直しした項目   

● 実施～評価、改善の段階のもの   ◎ 仕組み作りが完了したもの   ○ 計画通り進捗しているもの    △ 活動を変更・追加して計画中のもの 
 

（1/2） 
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目 標 実施項目 活動状況の評価 課 題 

内部監査の強化 ９．内部監査の強化 ○

� 事業本部における内部監査機能を強化するために本部長直属の原子力品質・安全監査

室を設置し、新しい内部監査方式を導入することで多くの改善項目が抽出されており、設

計プロセスの点検と改善をより確実なものにする一助となっている。 

� 今後、二次系、現場部門への適用を図る。 

事業所での内部監査は現場での問題

点が確実に抽出されるよう「事前調査

の充実」「監査員の質の向上」「抜き打

ち方式」等の施策により強化すること

が必要。 

二次系配管減肉調査以外

の一次系及び二次系の 

業務の不適合未然防止 

のつづき 高砂製作所の 

原子力業務推進 

体制の強化 

１０．高砂製作所の原子力業務体制の 

強化 
◎

� 高砂製作所の原子力業務体制の明確化を含めた業務の仕組みの改善、適切な人的資源

の整備・強化等の改善活動を追加。 

� 短期的な対策(所長室と原統室の役割分担の明確化、原統室長の本社との兼務)は完

了。 

━ 

４ プラント高経年化に向けた保全計画業務の強化 

高経年化対策への 

取組みの強化 

１１．プラント保全計画の策定 

及び審査 プラントの安全・安定運

転を確保するための 

高経年化対策への取組

み 
保全情報の共有化 

１２．電力会社との保全情報共有化の 

仕組み作り 

●

� 三菱グループとして確実なプラントの保全計画の立案と審査、電力会社への提案のため

の仕組みとして三菱保全検討委員会を設置し、国内外の保全情報を確実に収集し、保全

情報に基づいた保全計画への展開方式の横通し、電力会社のニーズを踏まえ総合的な

視点から電力会社への提案するとともに、保全情報の交換を行っています。 

� 今後「高経年化対策検討委員会」の方針に沿って電力会社と協調した活動を推進する。 

� 国内外の不適合情報など保全に係わる情報の共有化の仕組みとしてＪＰＯＧが設立され、

当社も積極的に参画し保全情報の交換を実施している。 

� 上記活動の成果としての具体的にプラントの総合的視野に立った保全提案を電力会社に

行うことで、プラントの安全･安定運転の確保に貢献できているものと考える。 

 
 
電力会社との情報共有化については
責任の明確化等今後十分な調整が必
要と考えている。 
 
 
 
＊ＪＰＯＧ ：  
Ｊａｐａｎ ＰＷＲ Ｏｗｎｅｒｓ Ｇｒｏｕｐ

５ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関する改善 

改善活動の 

透明性の向上 
１３．ＣＳＲ活動推進、及び広報活動 ●

企業としての危機管

理の強化と徹底 
１４．危機管理の強化と徹底 ○

� 本社コーポレート部門にＣＳＲ推進室を設置して推進体制を強化し、CSR レポートの発行、

社内外に対するコンプライアンスに係る発信の増加、美浜３号機事故の教訓を活かす改善

活動等のホームページでの掲載等、当社活動の透明性を高める機能を果たしている。 今

後も継続して活動を実施する。 

� 社会的に影響の大きい事案について、対外的な広報活動をより的確かつ迅速に行うため

に早い段階から本社のコーポレート部門が積極的に関与することを規則化し運用したが、

その後、迅速な対外対応を規則化する見直しを行い、危機管理の強化を図っている。 

━ 

業務の透明性を向上 

させる活動 

全社の内部監査の

客観性向上 

１５．客観的な評価を行う組織の設置

と活動 
●

� 社長直属の本社「内部監査室」を設置し、法令・ルール違反及び不適正行為の未然防止

活動の強化を図った。 

� 内部監査室は刻印問題に際しての調査、改善活動のフォローアップ等を行い、具体的な問

題点の抽出し改善案につなげる等当社活動の客観性向上に寄与している。 

━ 

重要な品質情報の全社

横通しと水平展開 

全社としての 

不適合未然防止の

強化 

１６．重要な品質問題の全社横通しと 

水平展開 
◎

� 本社技術本部に事業所、事業本部間で不適合情報や監督官庁のご指導等の重要な品質

情報の横通し、水平展開指示を行う機能を持たせたことで、今後不適合等の未然防止に

寄与していくと考える。 

━ 

          ：「刻印の不適切な取扱い」等により追加した項目         ：「刻印の不適切な取扱い」等により活動内容を見直しした項目      

 ● 実施～評価、改善の段階のもの   ◎ 仕組み作りが完了したもの   ○ 計画通り進捗しているもの   △ 活動を変更・追加して計画中のもの  
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